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令和８年春の全国交通安全運動の実施について 

 

運動期間：令和８年４月６日（月）から４月15日（水）までの10日間 

交通安全スローガン：「譲り合い ハンドル越しの 思いやり」 
 

道路を横断するとき

に、横断歩道が近くにあ

るところでは、その横断

歩道を渡る、信号機のあ

るところでは、その信号

に従うといった基本的な

交通ルールを遵守しまし

ょう。 

 

 

 

 

 加齢に伴う身体機能や

認知機能の変化により、

一般的に歩行が遅くな

る、危険を認識するまで

に時間がかかるといった

傾向があります。 

自身の現在の身体能力

等をよく把握し、無理な

く安全に横断することを

心がけましょう。 

 

 交通ルールの遵守と歩

行者や他の車両に対する

「思いやり・ゆずり合

い」の意識を持って、安

全運転を心掛けましょ

う。通学路を通行すると

きは、子供の急な飛び出

しや見落としによる交通

事故を防ぐため、スピー

ドを控え、周囲の確認を

徹底しましょう。

自転車の盗難被害防止 
昨年から、大型店舗などで、自転車が盗まれる被害が多発しています。 

刑法犯に占める自転車の盗難事件は、他の事件に比べても多く、みなさんにとって、最も身近

な犯罪です。 

大切な自転車が盗まれないためにも、 

○ 少しの間でも、必ずカギをかけましょう。 

○ 必ず、ツーロックを。 

○ 自転車やオートバイを購入したときは、必ず、防犯登録を行い、控えを大切に保管しておきまし

ょう。 

○ 自転車の前かごや、オートバイのメットインなどに貴重品を入れぱっなしにするのは、やめまし

ょう。 
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